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【各施策の成果・課題】 

（１）健康寿命の延伸 【重点的取組】 

【主な取組の成果】 

のおがた元気ポイント事業 

〇市や地域の活動への参加や健診等でポイントを集め、商品券と交換する「のおがた元気ポイン

ト事業」を推進しています。登録団体は令和４年度末では 264 団体、参加実人数は 3,004 人でし

た。 

特定健診・がん検診の受診促進／歯科口腔保健に関する知識の普及・啓発 

○特定健診、特定保健指導、がん検診を実施するとともに、広報等を通じた健診受診の勧奨を行

っています。 

○40～70歳代を対象とした歯周病検診を実施しました。 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の検討 

○ハイリスクアプローチ支援、ポピュレーションアプローチ支援により、健康指導・健康教育を

実施しています。 

 

（２）自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 【重点的取組】 

【主な取組の成果】 

介護予防のサポーター養成 

○理学療法士・作業療法士を講師とした「いきいき百歳体操サポーター養成講座」、歯科衛生士を講師

とした「かみかみ百歳体操サポーター養成講座」を開催し、サポーターを養成する学習機会を提供、

活動団体の増加につながりました。 

介護予防・生活支援サービス事業の充実 

○運動による改善が見込める総合事業対象者に対しては、通所型サービス Cの利用を実施しまし

た。 

一般介護予防事業の充実 

○介護予防に効果のある「いきいき百歳体操」に週１回取り組む自主活動を推進するほか、シニ

アクラブ連合会に委託し、「元気サロン」による介護予防運動、健康教育を実施しています。 

計画素案４０ページ 

のおがた元気ポイント事業の説明文についての差し替え資料です。 
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 施策４ 高齢者を支える担い手づくり  

 

高齢化の進行により、地域の高齢者を支える担い手の必要性は高まっており、生活支援コーデ

ィネーターや社会福祉協議会、民生委員・児童委員を中心に、元気な高齢者や住民ボランティア

等による地域の身近な支え合いのネットワークの拡大を目指します。 

直方市における高齢化率は、33.2%（令和 5 年 9 月末）であり、市民の約３人に１人が高齢者

であることが分かります。2045 年には、高齢化率は 35.6％に増加し、また、生産年齢も高齢者

１人に対し、1.5 人にまで下がります。 

これらのことにより、今後、介護サービスの需要が増加することが予測される一方、介護を担

う人材が不足することが課題となっています。 

地域の高齢者の介護を支えるために、新たな人材の確保や既存の介護人材の資質の向上及び

定着化に向けて、学習会等の実施についても取り組みます。 

 

 

 

主な取組 取組の内容 

地域活動の支え合いのネッ

トワーク構築 

○生活支援コーディネーターや社会福祉協議会と連携し地域の

リーダー研修等を実施し、地域活動の担い手を育成します。 

社会福祉協議会、民生委員・

児童委員との連携強化 

○地域活動の中心である社会福祉協議会による取組を支援する

とともに、生活支援体制整備事業等の取組を市民へ周知し、

活用を促進します。 

○地域の見守り活動等の担い手である民生委員・児童委員の活

動を支援します。 

生活支援コーディネーター

や協議体による地域課題の

解決 

○社会福祉協議会を中心に多様な地域課題を解決する支えあい

体制として生活支援コーディネーターや協議体による取組を

進めます。 

介護人材の確保・育成に関

する取組 

○県の取組と連携し、介護人材のスキルアップやモチベーショ

ン向上のための学習会等を実施します。 

○不足する介護人材の確保に向け、介護人材の求人や育成に関

する取組を情報発信し、支援します。 

介護現場における生産性の 

向上 

○介護サービスの需要増加や多様化するニーズに応え、質の高

いケアを提供するため、事業所における業務改善や事務負担

軽減に関する支援及び情報提供を行います。 

主な取組 

計画素案５７ページ 

介護人材の確保、生産性の向上についての差し替え資料です。 
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 施策４ 高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実  

 

高齢者にとって、安全・安心な住まいの確保は、豊かな暮らしを続けるうえで大事な要素にな

ります。できる限り住みなれた地域で高齢者が暮らし続けられるよう、安全・安心な住環境を確

保するとともに、心身の状態に応じた適切な住まいを確保するため、住宅改修の支援や適切なサ

ービス等の提供体制を図っていきます。 

 

 

 

 

主な取組 取組の内容 

養護老人ホームの適切な利

用促進 

○経済的・環境的な理由により、自宅での日常生活が困難な高

齢者が対象に対し、養護老人ホーム等の適切な利用を促進し

ます。 

高齢者すみよか事業（再掲） 

○要介護者及び要支援者を対象に介護保険の住宅改修を限度額

まで利用し、なおも住宅改修を要する場合において助成し、

高齢者に適した住環境づくりを支援します。 

 

 施策５ 安全・安心なまちづくり  

 

高齢者独居世帯等が増加する中、多発化する自然災害に備えた高齢者の防災対策の重要性は

高まっています。特に災害時の避難等の支援を要する高齢者等に対して災害発生時において、地

域の住民が協力して避難誘導や安否確認が行える支援体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

主な取組 取組の内容 

高齢者の防災対策の支援 

○直方市地域防災計画に基づき、高齢者への防災対策に対する

周知啓発を進め、平時からの防災意識を高める取組を進めま

す。 

避難・救護体制の強化 

○災害時に避難行動の支援が必要な「避難行動要支援者」に対

して名簿の作成により、個別の避難計画を作成するとともに、

市と民生委員や自治会が組織する自主防災組織等と連携をと

りながら、救護体制の強化にむけた取組を進めます。 

主な取組 

主な取組 

計画素案６３ページ 

避難・救護体制の強化についての差し替え資料です。 
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５ 国の基本方針等に対する市の取組方針 

国の第 9 期介護保険事業計画の基本方針に対して市では以下の方針に沿って対応していきま

す。 

 

（１）介護予防支援 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

高齢化の進展を踏まえ、高齢者が住みなれた身近な地域で安心して暮らし続けていくために

設定した日常生活圏域の実情に応じた介護サービスを提供できるよう、医療・介護の連携体制を

強化し、サービス提供体制を整えていきます。 

② 在宅サービスの充実 

小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の地域密着型サービスの整備

について検討し、必要に応じて、市内事業所への事業転換等を促します。 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組について 

① 地域共生社会の実現 

地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、地域包括

支援センターを核として地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進により地域住民や多様な

主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進します。 

また、認知症の人を含めた一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊

重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進します。 

② 介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤の整備 

引き続き、圏域における地域の医療・介護関係者が参画する会議による情報共有と課題の検討

を進めるとともに、医療・介護関係者の連携に向けた理解の促進と研修等を実施します。 

③ 保険者機能の強化 

保険者機能の強化の一環として、引き続き介護給付の適正化に取り組むとともに、第９期計画

においても、 ケアプラン点検や要介護認定及び要支援認定における公平・公正かつ適切な認定

調査等を実施し、保険者機能の強化を図ります。 

 

（３）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上について 

地域包括ケアシステムの深化・推進を支える人材の確保・生産性の向上に向けて、国・県との

連携による介護人材の定着・確保、介護職に対するイメージ改善への取組、介護現場の職員が安

心して働ける職場環境の整備に向けた支援等に取り組みます。 

また、事務負担軽減のための文書簡素化やペーパーレス化を行うことにより、生産性向上支援

に取り組みます。 

計画素案６５ページ 

表題した説明文についての差し替え資料です。 


